
 

粟国村地域公共交通対策推進協議会財務規程 新旧対照表                         ※下線部は今回変更となる部分 

新 旧 

（協議会出納員） 

第７条 

２ 協議会出納印は、協議会の事務局長及び事務局員をもって企てる 

（協議会出納員） 

第７条 

２ 協議会出納印は、協議会の事務局長及びをもって企てる 

 


